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第１章 神奈川県営水道を取り巻く状況 

 

１ 水需要と水道料金収入の動向 

（１）水需要の動向 

水需要は減少傾向で推移しており、令和元年度は、水道料金収入の対象となる有収水量

が、ピーク時の平成７年度と比較すると、全体で 14.5％減少している。 

神奈川県営水道では、家庭の生活用水である「家事用」と、店舗、工場、病院等で使用

する「業務用」に大きく区分した料金体系を採用しており、用途ごとに見ると次のような

状況である。 

 

【有収水量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 平成７年度 令和元年度 減少量・減少率 

業務用 8,472 万㎥ 5,251 万㎥ △ 3,221 万㎥ △ 38.0％ 

家事用 2 億 5,777 万㎥ 2 億 4,349 万㎥ △ 1,428 万㎥ △  5.5％ 

その他 1,190 万㎥ 703 万㎥ △  487 万㎥ △ 40.9％ 

合計 3 億 5,439 万㎥ 3 億 303 万㎥ △ 5,136 万㎥ △ 14.5％ 
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 ア 家事用 

    「家事用」は、給水戸数は増加を続けているものの、世帯を構成する人数が減少し

ていることや、ライフスタイルの変化、節水機器の普及等により、１戸当たりの使用

水量が減少しているため、全体の有収水量は微減傾向で推移している。 

各戸の使用水量では、１か月 31 ㎥以上使用する家庭が減少する一方、１か月８㎥

以内の家庭の割合が増加している。 

 

 

【家事用 １戸１か月使用水量と給水戸数の推移】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家事用 使用水量別の戸数割合】 
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イ 業務用 

「業務用」の給水戸数について、店舗や事務所等の「営業用」、官公庁や公立学校

等の「公共用」、製造業等の「工業用」に細分化してみると、「営業用」と「公共用」

は増加から横ばいに転じているのに対し、「工業用」は平成４年度をピークに減少を

続け、令和元年度はピーク時から 32.5％減少している。 

また、「業務用」における有収水量の構成割合について、高度経済成長期（昭和 40

年度）と現在（令和元年度）を比較すると、「工業用」の割合が 52％から 23％に大き

く減少している。 

【営業用、公共用、工業用の給水戸数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務用における有収水量の構成割合】 

高度経済成長期（昭和 40年度）           現在（令和元年度） 
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ウ 水需要の構造変化 

   給水戸数の構成をみると、現在は昭和 40年頃に比べ「家事用」が占める割合が大き

くなっているが、全体としてみれば大きな変化は生じていない。一方、有収水量の構成

は、昭和 40年には約５割を占めていた「業務用」が、令和元年度には２割以下まで減

少し、「家事用」が８割以上を占める状況となっている。 

     

【給水戸数の用途別構成比の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有収水量の用途別構成比の推移】 

 

   高度経済成長期（～S48）       円高不況 バブル崩壊           リーマンショック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      高度経済成長期（～S48）       円高不況 バブル崩壊           リーマンショック 

 

【水道普及率の推移】                          (単位・％) 
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84.12 98.68 99.19 99.57 99.69 99.78 99.81 
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（２）水道料金収入の動向 

水道料金収入は、直近の料金改定があった平成 18年度以降をみると、有収水量と同

様に減少傾向で推移している。平成 27 年度から 30 年度までは減免制度の段階的見直

し（生活保護受給世帯の減免廃止等）に伴う増収もあって減少傾向に一定の落着きがみ

られるが、令和元年度の水道料金収入は、平成18年度と比較すると14％減少している。 

また、神奈川県営水道では、使用水量が多いほど水道料金が高くなる逓増制となって

いるため、有収水量の減少率（△9％）以上に料金収入が減少（△14％）している。 

 
【有収水量と水道料金収入（税抜）の推移】 
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２ 今後の経営環境の見通し 

（１）水需要と水道料金収入 

水需要を左右する給水区域内の人口について、2015 年の国勢調査を踏まえた神奈

川県の将来人口推計から試算したところ、2020 年頃をピークに減少していくと見込

まれている。また、本県の世帯数は県の将来世帯推計では、2030 年頃をピークに減

少していくと見込まれている。 

こうしたことから、神奈川県営水道における水需要は長期的に減少傾向が続くこ

とは避けられず、特に世帯数が減少に転じれば、現在は増加を続けている給水戸数の

減少につながることとなり、水道料金収入の減少が加速すると見込まれる。 

    
【今後 30 年先の人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※１ 推計 A は、「神奈川県政策局」が実施した「将来人口推計(2018 年 12 月推計)」をもとに、給

水区域内人口の高位・中位・低位を試算したもの。 

※２ 推計 B は、「国立社会保障・人口問題研究所」が作成した「日本の地域別将来推計人口(2018

年推計）」をもとに給水区域内人口を試算したもの。 

※３ 推計 C（現状分析）は、地域人口ビジョン等で施策効果を反映する前の市町の推計人口をもと

に給水区域内人口を試算したもの。 

※４ 推計 C（将来展望）は、地域人口ビジョン等で施策効果を反映した後の市町の推計人口をもと

に給水区域内人口を試算したもの。 

 

  

（年） （万人） 

≪人口のピーク≫ 

推計 A（高位） 2022 年 283.6 万人  ※1 

推計 A（中位） 2020 年 282.0 万人  ※1 

推計 A（低位） 2017 年 281.0 万人  ※1 

推計 B      2015 年 280.6 万人  ※2 

推計 C（現状分析）2017 年 281.8 万人※3 

推計 C（将来展望）2020 年 282.7 万人※4 
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【神奈川県内の世帯数推計】 

 

※注 神奈川県営水道の給水区域内に限った将来世帯数ではありません。 

（出典・神奈川県将来世帯推計 神奈川県政策局 2018 年 12 月推計） 
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（２）建設改良事業費 

神奈川県営水道では、これまで人口、世帯数の増加に合わせて整備してきた浄水、

送水、配水設備等の多くの水道施設が、今後、順次更新時期を迎える。このため、老

朽化した水道管の漏水等を未然に防ぎ、安定給水を維持するためには、計画的な更新

がより重要となっている。 

さらに、大規模地震の切迫性が指摘されているほか、近年は台風や局地的な豪雨、

火山噴火などの自然災害が激甚化、頻発化していることから、水道施設の耐震化、浸

水対策、停電対策等を講じ、災害に強い水道づくりを着実かつ迅速に進める必要があ

る。 

こうしたことから、今後の建設改良事業費は大幅な増加が必至であり、これまでの

ピークであった平成６年度の 258 億円を超える事業費が必要となることが見込まれ

る。 

【水道管路の布設年代別延長】 

             ①            ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設改良事業費の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 令和２年度は決算見込額、３年度は当初予算額、４、５年度は計画額。 
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（３）他の水道事業者と比較した経営環境 

経営環境を他の水道事業者と比較すると、神奈川県営水道の特質が見えてくる。 

水道事業は市町村運営が原則のところ、神奈川県営水道は水源の確保や水質の維

持が困難となっていた市町営水道などの編入を受けて給水区域を拡大してきた経緯

があり、全国でも数少ない都道府県営の広域的な水道事業者である。 

こうした経緯から、給水区域は、海岸線から丘陵地帯、山間部まで広域にわたり、

標高差も大きいといった地勢的な特徴がある。このため、水道施設を分散して配置せ

ざるを得ないこと、他事業者と比較して配水池の設置数が突出していること、給水人

口密度が低いことなど、管路延長が同規模の水道事業者（横浜市・千葉県）と比べて

事業運営の効率性の発揮が難しい環境にある。このように不利な経営環境の中で、今

後、経営基盤の強化を図っていく必要がある。 

 

【他事業者比較】(令和２年３月 31日現在 神奈川県企業庁調べ) 
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第２章 神奈川県営水道の料金体系の現状と課題 

 水道事業は、「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確

保することができる公正妥当なものであること」とする「総括原価主義」（水道法第 14条）、

水道使用者が個々の受益に応じて料金を負担する「受益者負担主義」、自らの収入をもって

事業運営に係る費用を賄う「独立採算制」（地方公営企業法第 17条の２）のもとに運営され

る。 

１ 現在の神奈川県営水道料金体系の特徴 

① 用途別・逓増制 

水道の用途（家事用、業務用など）に応じて料金に差を設けている。 

使用量が増えるほど、水道使用量１㎥当たりの料金単価が高くなる逓増制 

を採用している。 

② 二部料金制 

基本料金と従量料金の二部料金制を採用している。 

・基本料金：水道の使用の有無に関わらず負担していただく定額の料金 

・従量料金：使用水量に応じて負担していただく料金 

③ 基本水量 

従量料金の負担なしに使用できる水量（１か月当たり８㎥）を設定している。 

【神奈川県営水道の料金表（税抜）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現在の料金体系の考え方と課題 

  神奈川県営水道の料金体系について、上記の特徴ごとに考え方と課題を整理した。 
（１）用途別・逓増制 

水道の用途を「家事用」と「業務用」に大別した上で、家庭の生活用水である「家事

用」を安価とし、産業用の水である「業務用」に多くの負担を求める用途別の料金体系

を昭和 40年から採用している。これは、水道を普及させ清浄な水により公衆衛生の向

上を実現するため、家庭部門と産業部門の負担能力の違いに着目し、用途によって料金

に差を設けるという社会政策的な配慮に基づき採用した料金体系と言える。 
また、高度経済成長期において、急激に増加する水需要に水源開発が追い付かず、水

使用の抑制を図る必要があったことから、昭和 40年代から、使用水量が多くなるほど

従量料金の単価を高額とする逓増制を採用し、水需要の抑制を図ってきた。 
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《課題》 

ア 水道使用者の構造変化 

現在の用途別料金体系は、高度経済成長期において、「業務用」とりわけ製造業な

どの多量使用者には、「家事用」に比べ相対的に負担能力があるという考えの下に高

い負担を求めてきたが、産業構造の変化に伴い製造業などの多量使用者が減少して

いる現在においては、用途別の負担能力に着目して「業務用」が「家事用」を補うと

いった構造が崩れつつある。 

  イ 生活様式や事業形態の多様化 

店舗併用型住宅など、「家事用」と「業務用」が混在するケースについて、神奈川 

県営水道では、一定の基準を設けて水の使用割合によって用途を判断しているが、時

代の変化とともに生活様式や事業形態も多様化し、テレワークも進展するなど、用途

の境目が一層あいまいになってきている。 

  ウ 水需要減少期における逓増度の影響 

逓増制の料金体系は、水需要の増大期においては、有収水量が増加していくにした

がって、水道料金の増収効果が大きくなるが、使用水量の小口化などにより有収水量

の減少傾向が続く現状では、これとは逆に有収水量が減少していくにしたがって、水

道料金の減収幅が大きくなり、逓増度が高いほど減収影響が顕著に現れることにな

る。 

【用途別の単価と使用水量（令和元年度）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水道料金の逓増度】 

水道料金における最高単価と最低単価との比率について、近隣水道事業者と比較した。

（神奈川県営水道：436 円（最高単価）÷88.75 円（最低単価 710 円/8 ㎥）＝4.91） 

 

 

 

 

 

※ 基本水量を設定していない横浜市及び千葉県は最低単価を口径 20 ㎜・８㎥ 

の使用に係る１㎥あたりの単価として算出した。 

補填 

営業用 

280.6 円 

(3,289 万㎥) 家事用 139.4 円（24,348 万㎥） 

分水用 156.9 円 

（607 万㎥） 

工業用 388.5 円 

（1,210 万㎥） 

公共用 328.5 円 

（750 万㎥） 

一時用 613.6 円 

（38 万㎥） 

給水原価 147.57 円 

家事用を低く抑えている分を 

営業用、工業用等で補っている。 

4.91 
4.22 

5.39 

3.66 

1.73 
2.62 2.93 

0.00

2.00

4.00

6.00

県営水道 横浜市 川崎市 横須賀市 東京都 千葉県 さいたま市
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（２）二部料金制（基本料金・従量料金） 

   水道の使用の有無に関わらず負担していただく「基本料金」と、使用水量に応じて負

担していただく「従量料金」とを組み合わせた二部料金制を、昭和８年の事業開始時か

ら採用している。 

水道事業の経費は給水量の多少にかかわらず施設の維持管理や更新に必要となる固

定的経費が大半であるため、その全額を安定的な「基本料金」で回収できれば理想的で

あるが、その場合には「基本料金」が著しく高額となり、特に水道を生活用水として使

用する家計への影響が大きくならざるを得ないため、神奈川県営水道では、生活用水を

低廉に抑えられるよう、固定的経費を「基本料金」で回収する割合を低く設定している。 

《課題》 

ア 固定的経費の回収 
神奈川県営水道の固定的経費は経費全体の約 91％であるところ、水道料金収入の

「基本料金」の割合は約 24％であり、今後、水需要の減少が見込まれる中において

は、「従量料金」の減収が続くと水道施設の維持管理費などの固定的経費が十分に回

収されず、事業運営に支障をきたすことが懸念される。 
イ 多量使用者等における負担のあり方 

多量使用者や水道メーターの口径の大きい使用者ほど、水を送り届けるために必

要な施設規模の維持に要する経費が増すが、「基本料金」は一律の金額（710 円）と

なっているため、結果として、多量使用者等は、施設を維持するための「基本料金」

の負担が軽減されているという実態がある。 

ウ 「フリーライダー」の存在 

多量の水量を使用することを前提に水道メーターを設置する工事の申し込みを行

い、大口径の水道メーターを備えたにもかからず、地下水を主に使用し水道の実績使

用量が極めて少ない者については、「基本料金」のみの負担で水道を使用しており、

大口径で水道供給を受けるための固定的経費を満足に負担していない、いわゆる「フ

リーライダー」として問題点が指摘されている。 

【神奈川県営水道事業の経費構成と水道料金の構成（令和元年度決算）】 

  

固定的経費

を従量料金

で回収 
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（３）基本水量 

   不衛生な水を通じて感染するコレラや赤痢など水系感染症の予防をはじめとする公

衆衛生向上の観点から、水道を普及させ清浄な水の使用を促すことを目的として、昭和

32 年から用途に関わらず一律に、一般家庭生活に必需の水量と考えられた１月あたり

８㎥を「基本水量」として設定しており、実質的に水の現物給付がされている。 

   用途に関わらず一律としたのは、「業務用」の店舗が住宅を兼ねる「店舗併用住宅」

など、「家事用」以外の水道使用者にも、生活用水としての水の使用があることも考慮

したものである。 

  《課題》 

ア 「基本水量」内の料金一律性 

「家事用」では、１月あたりの使用水量が「基本水量」である８㎥以内の家庭の割

合が 30％を占めるまでに増えている中で、「基本水量」以内であれば使用水量に関わ

らず水道料金が一律であるため、使用水量に見合った負担を求めることができない。 

  イ 「基本水量」の設定目的 

現在では、水道普及率がほぼ 100％に達し、水道水による公衆衛生が高いレベルを

確保できていると考えられ、水道の清浄な水の使用を促すことで公衆衛生向上を図

るために設定した「基本水量」の目的が薄れているとの指摘もあることから、既に「基

本水量」を廃止した水道事業者も存在している。 

 

【大規模水道事業者及び県内水道事業者の基本水量（家事用）】 

基本水量 ０㎥ ５㎥ ６㎥ ８㎥ 10 ㎥ 

 仙台市 

千葉県 

横浜市 

新潟市 

静岡市 

浜松市 

大阪市 

堺 市 

岡山県 

広島県 

北九州市 

福岡市 

熊本市 

東京都 

京都市 

名古屋市 さいたま市 札幌市 

神戸市 神奈川県 

川崎市 

秦野市 

座間市 

小田原市 

横須賀市 

三浦市 

南足柄市 

愛川町 

中井町 

大井町 

山北町 

箱根町 

湯河原町 

松田町 

開成町 

真鶴町 

１県 11 市 １都１市 １市 １県６市 ５市９町 

※「大規模水道事業者」とは東京都、千葉県、16政令市(横浜・川崎を除く)の 18 事業者 
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第３章 これからの時代に相応
ふ さ わ

しい料金体系のあり方について 

これからの時代は、老朽化した水道管や設備の大量更新などにより事業費の大幅な増加

が見込まれる一方、人口減少に伴い水道事業をより少ない水道使用者で支えなければなら

ず、将来にわたり強靭な水道施設を健全に維持し、持続的に水道事業を運営していくために

は、今後の社会経済構造やライフスタイルの変化などを見据えて水道使用者の負担のあり

方を検討していく必要がある。 
 

１ 料金体系 

（１）用途別・逓増制 

用途別・逓増制の料金体系は、生活用水である「家事用」を安価とし、産業用の水で

ある「業務用」に多くの負担を求めることで、低廉な生活用水の確保や水需要の抑制に

大きな役割を果たしてきた。しかし、「家事用」ではライフスタイルの変化及び節水機器

の普及、世帯の少人数化などにより一戸当たり使用水量が減少し、「業務用」では産業の

ソフト化等により製造業を中心とする多量使用者が減少するなど、使用水量全体が減少

する中で水需要の構造も変化していることから、低廉な生活用水の確保という要請に配

慮する必要があるものの、用途別の料金体系を維持する合理性は薄くなりつつある。 

また、宮ケ瀬ダムなどの水源開発により十分な水資源が確保されている中で、水需要

が減少していることから、逓増制という水道料金の体系によって水需要を抑制する必然

性は失われている。 
そうした中で、これからの時代における水道事業は、人口減少に伴い水道使用者が減

少していくため、今後増大する事業費をより少ない水道使用者の間で負担していかなけ

ればならない。 

もとより水道事業は水道使用者が負担する水道料金収入を源泉として経営されている。

このため、水道使用者は、水道事業者から水の供給というサービスを受ける側であるが、

同時に一人ひとりが水道事業を支える一員であり、水道料金を負担することで、その役

割を果たしていると言える。こうした認識の下に、これからの時代に相応しい水道料金

体系のあり方について、水道使用者が受ける水の供給というサービスの量と、そのサー

ビス提供に見合う費用負担、すなわち使用者における受益と負担の観点から議論した。 
「水道事業を支える一員」としての水道使用者の負担について、受益と負担の観点か

ら考えると、水道使用者が受ける各々のサービスの量（受益）に着目して負担を求める

ことが適当と考えられる。この場合のサービスの量（受益）を何で計るかであるが、水

道は水道メーターの口径の大きさにより流量が変わり、その流量に比例して水道施設の

維持管理コストは大きくなると考えられることから、水道メーターの口径によって受水

可能な量すなわちサービスの量（受益）を計れば、その口径に応じた費用負担を求める

ことが可能となり、水道使用者における受益に応じた負担に繋がるものと考える。 

以上のことから、「これからの時代に相応しい料金体系」として、現在の「家事用」と

「業務用」に用途を大別し、その負担能力に着目して料金に差を設けている「用途別料
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金体系」から、水道使用者が受ける各々のサービスの量に見合った負担を求める「口径

別料金体系」への転換が望ましいと考える。 

  また、逓増制については、かつての水需要の急増に水源開発が追い付かない時代に、水

需要を抑制する目的で導入されたが、既に水需要を満たす水源が確保された現在におい

ては、むしろ水道使用者が必要とする水量を十分に使用してもらう時代になっている。こ

うした時代背景の変化を踏まえた上で、従量料金の単価を均一とした場合には生活用水

として使用する家計の過重な負担に繋がるため、生活用水への配慮という観点から逓増

制を維持しつつ、逓増度について緩和していくことを検討する必要がある。 
 
（２）二部料金制（基本料金、従量料金） 

水道事業の経費は給水量の多少にかかわらず施設の維持管理や更新に必要となる固

定的経費と、薬品費のように給水量の増減に比例する変動的経費に分類できるため、水

道料金の構成も、固定的経費を賄うための定額の「基本料金」と、給水量に応じて増減

する「従量料金」の二部料金制を引き続き維持することが適当である。 
その上で、今後も水需要の減少が続くと見込まれる中で水道事業を安定的に維持す

るためには、水道料金収入が水需要の増減に影響されにくい料金体系であることも望

まれるため、低廉な生活用水を供給することにも配慮しつつ、固定的経費を「基本料金」

で回収する割合をできる限り高めていくべきと考える。 
なお、大口径の水道使用者でありながら水道水の使用実績が極めて少ない「フリーラ

イダー」への対策として、例えば、固定的経費を回収する割合に差をもたせた複数の「基

本料金」を設定した上で、一定の使用水量に満たない水道使用者には、その割合の高い

「基本料金」を適用して、できるだけ固定的経費を回収できるように努めるなど、料金

体系を工夫していく余地がある。 
 

（３）基本水量 

公衆衛生向上の観点から、水道を普及させ清浄な水の使用を促すことを目的とする

「基本水量」については、水道普及率がほぼ 100％に達していることに鑑みれば、公衆

衛生の確保は水道事業の重要な役割であることに変わりなく、料金体系を考える際に

忘れてはならない要素であるものの、水道の普及という導入当初の目的は達成された

ものと考えられる。 

また、「基本水量」である１か月８㎥以内の使用水量の家庭の割合が増加しており、

これらの方は使用水量に関わらず水道料金が一律となるが、（１）で述べた水道使用者

の受けるサービスの量に応じた負担との整合性が課題となる。 

こうしたことを考え合わせると、「基本水量」については、廃止の是非を含めて、料金

体系全体の総合的な観点から見直しを検討するべきと考える。 
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第４章 料金体系とあわせて検討すべき課題について 

 これからの時代にふさわしい料金体系について、第１章から第３章で整理したが、水道使

用者の負担や財政運営を全体で考える必要があり、料金体系とあわせて現行の水道利用加

入金及び各種減免制度のあり方についても検討すべき課題として、現状と課題及び今後の

方向性について整理した。 

 

１ 水道利用加入金 

（１）現状 

    水道利用加入金は、新たに水道を使用するために給水装置を設置する工事を行う

場合に水道メーターの口径に応じて工事申込者に負担していただくものであり、神奈

川県営水道の拡張期における水源開発や拡張事業に要した多額の設備投資費用の一

部の負担を求めることにより、水道料金高額化の抑制と新旧利用者の負担の公平を図

ることを目的として昭和 48 年に導入された。 
宮ケ瀬ダムの本格稼働（平成 13 年度）後、新たな水源開発の必要がなくなったこ

とを踏まえ、平成 18 年に、水道利用加入金の対象経費を「既設水道施設に係る新旧

水道使用者の負担の差を埋めるための経費」として整理し、加入金の引下げを行って

いる。 

 

【神奈川県営水道の水道利用加入金】 

 水道利用加入金は水道メーターの口径に応じて金額が定められており、口径を大きくす

る場合の金額は、新口径と旧口径の加入金額の差額となる。 

水道メーター口径の段階区分 金額（消費税抜き） 

25mm 以下 120,000 円 

25mm 超～40mm 以下 875,000 円 

40mm 超～50mm 以下 1,350,000 円 

50mm 超～75mm 以下 3,250,000 円 

75mm 超～100mm 以下 5,550,000 円 

100mm 超～150ｍｍ以下 12,500,000 円 

150mm 超 別に定める 
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【神奈川県内の各水道事業者における水道利用加入金】 

 

（２）課題 

   水道利用加入金制度は、水道料金の値上げを抑制しながら、水需要の増加に対応した

水源開発や水道施設の拡張事業の財源確保に大きな役割を果たしてきた。 

現在では、既存水道施設の整備に対する新旧使用者間の負担の均衡や、水道料金高額

化対策として一定の役割は残っているものの、水源開発等の終了により制度の意義が

導入当初より薄れつつある。 

 

（３）今後の方向性 

   水道利用加入金制度の意義が水源開発の終了により薄れてきているため、廃止を含

め抜本的な見直しを検討する必要があるが、最後の水源開発となった宮ケ瀬ダムの建

設や、宮ケ瀬ダムによる相模川水系からの新規受水に対応するための拡張事業に係る

企業債の元利償還が継続している間は、継続もやむを得ないと考える。 

なお、水道利用加入金は水道事業の収入の大きな柱でもあることから、見直しに向け

ては、水道料金と連動して総括的に検討を進めていく必要がある。 
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２ 減免制度 

（１）現状 

社会福祉施策的配慮による減免制度(昭和 51 年創設）のほか、業務用の使用水量の

拡大を目的とする「地下水利用から水道水に転換する場合の減額」(平成 23 年創設）、

「神奈川県の企業誘致施策の対象者に係る減額制度」(平成 23 年創設）がある。 

ア 社会福祉施策的配慮による減免制度 

   児童扶養手当受給世帯等の個人や、障害者就労施設等の施設を対象に水道料金

を減額する制度。 

【県営水道と他事業者の減免対象項目（平成 31年４月１日現在）】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地下水利用から水道水に転換する場合の減額制度（水道料金、水道利用加入金） 

地下水利用から水道水への転換を促すことを目的として、水道料金・水道利用加

入金を減額する制度。 

・地下水の利用者が、地下水の全量又は一部を県営水道の供給に転換した場合、 

申請に基づき、増加した水道使用量に係る水道料金の 40％を減額する。 

・地下水の利用者が、地下水の全量を県営水道の供給に転換する場合、申請に基 

づき、水道利用加入金の 50％を減額する。 

 

   ウ 神奈川県の企業誘致施策の対象者に係る減額制度（水道利用加入金） 

     「業務用」の使用水量の拡大及び神奈川県の企業誘致施策への協力を目的として、

神奈川県企業立地支援事業（セレクト神奈川 NEXT、セレクト神奈川 100 等）の認

定を受けた事業に係る施設を対象に、申請により水道利用加入金の 50％を減額す

る制度。 
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岡
市

浜
松
市

名
古
屋
市

京
都
市

大
阪
市

堺
市

神
戸
市

岡
山
市

広
島
市

北
九
州
市

福
岡
市

熊
本
市

長
崎
市

小
田
原
市

秦
野
市

座
間
市

生活保護

生活扶助等 H27廃 〇 〇 〇 〇 H17廃 H18廃 H18廃 〇 〇 H20廃

児童福祉

児童扶養手当 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特別児童扶養手当 〇 〇 〇 〇 〇

ひとり親家庭等 〇 〇 〇 〇

遺族基礎年金 〇

障害福祉

知的障害者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

身体障害者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

精神障害者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高齢福祉

要介護者 〇 〇 〇 〇

高齢者（高齢福祉年金等） 〇 〇

施設減免

民間社会福祉施設

H31
一部廃止

〇 〇 〇 〇 〇

民間医療施設 H31廃

その他

市民税非課税世帯 〇 〇

中国残留邦人等支援給付受給世帯 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定の産業 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一部

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

一般会計からの繰入

※減免の内容や要件は事業体ごとに異なり、一律ではありません。

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

減
免
無
し

繰入は減免した額の一部のみ
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（２）課題 

独立採算を原則とする地方公営企業においては、受益者負担の原則になじまない

経費については、独立採算の枠から外して一般会計において負担すべきものとされ

おり、社会福祉施策的配慮による減免制度について、横浜市など他の水道事業者の多

くは一般会計からの繰入金により減免相当分が補てんされている。一方、神奈川県営

水道は一般会計からの繰入はなく、水道料金収入で減免相当分の経費を賄っている。 

      

（３）今後の方向性 

 水道事業を巡る経営環境が厳しさを増す中において、水道事業が独立採算制度の

もとで運営されていることを踏まえると、原則に立ち返り、福祉、産業等の施策とし

ての減免等に係る費用は一般会計で賄うべきものと考える。 

    なお、有収水量の増に繋がる施策としての減免制度は、水道事業者が自ら財源確保

につなげる一つの方策と考えられるが、実施する場合には、効果等の検証を適切に行

う必要があること、また、水道使用者の負担の公平という観点から時限的に行われる

べきものであることに留意する必要がある。 
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第５章 「将来にわたる安定経営の持続」に向けて 

 将来の水道事業を見通すと、人口減少社会の進展等に伴い料金収入の減少は避けられず、

一方で老朽化が進む水道管等の更新や自然災害に対する備え等を着実に進める必要がある

など、事業環境は大きな変革期を迎えている。 

今後も社会経済情勢の変化が想定される中で、神奈川県営水道が「将来にわたる安定経営

の持続」を実現するには、長期的視点で財政収支見通しを明らかにした上で、水道料金を負

担する水道使用者に理解を深めてもらうことが重要である。 

 

１ 長期財政収支見通し 

水道事業は浄水場、配水池、水道管など多くの施設で構成されており、とりわけ県営水

道は、給水区域が広域に及ぶなど第１章２（３）で述べたような特質がある中で、水道施

設の更新、耐震化、風水害対策等を実施するには相当な期間が必要であり、少なくとも数

十年単位の長期計画を策定して着実に進めなければならない。長期に及ぶ計画では不確

定要素が多くあるにしても、必要となる事業費を見積った上で財政収支を見通して、その

見通しに基づいて適切に水道料金を設定することにより、事業を確実に実施していくこ

とが重要である。 

 

２ 水道料金の設定と定期的な検証 

水道料金の設定について、令和元年度に施行された改正水道法では、水道事業者に「長

期的な収支見通しの作成」と「見通しに基づく水道料金の設定」、「これらの定期的な検証」

を求めており、法制度面でも考え方が明らかにされている。 

また、料金設定する際に基準とする期間について、日本水道協会の水道料金算定要領で

は、予測に伴う不確定な要素をより多く排除するために短期間が望ましいことと、住民生

活への影響等にも配慮するため長期安定的に維持されるべきとする二つの側面の均衡を

図るため、「概ね将来の３年から５年を基準とする」とされている。 
これらの趣旨を踏まえ、神奈川県営水道においても、長期的な財政収支見通しに基づき

３年から５年程度を基準として水道料金を設定することが望ましい。また、水道事業を取

り巻く社会経済状況の変化等にも機動的に対応できるように、水道料金の妥当性を定期

的に検証する仕組みも検討すべきと考える。 

 

３ 水道使用者の理解促進 

水道料金のあり方は、水道使用者の負担に大きな影響を与えるものであるため、水道使

用者の理解と協力を得ていくことが不可欠である。併せて、一人ひとりの水道使用者が料

金を負担することで水道事業を支えているという意識の醸成も必要である。 

そのためには、神奈川県営水道の将来像を明確にした上で、必要な資本投資と収支の見

通しなどの経営状況を水道使用者に分かりやすく情報発信し、水道事業に対する理解を

深めてもらう努力をしなければならい。また、水道使用者からの声を聴く環境も整えて、

その意見等を事業へ反映させていくことも重要である。 
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 おわりに 

 本意見書は、神奈川県営水道における「これからの時代に相応しい料金体系のあり方」

について神奈川県営水道懇話会における意見をまとめたものであり、今後は、水需要の

推移や更新需要をもとにした財政収支見通し等を踏まえて料金体系・料金水準をより詳

細に検討していく必要がある。 
事業費の大幅な増加と人口の減少は目前に迫っていると考えられることから、本意見

書を基に更に議論を深め、早期に今後の料金体系・料金水準について方向性を示すこと

が望ましい。 


